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学校の教育活動再開後及び令和２年度の健全育成に係る取組について(通知） 

 

 このことについて、別添写しのとおり、令和２年５月２２日付２教指企第２３７号にて東京都教育庁 

指導部指導企画課長から通知がありました。 

長期にわたる学校の休業により、学校再開後においても様々な不安やストレスを抱える児童・生徒や

保護者の経済状況など家庭環境に変化が生じる児童・生徒の増加が見込まれます。 

つきましては、下記のとおり、各学校の状況に応じて、いじめ防止や不登校施策、自殺予防等、健全

育成に係る取組の徹底をお願いいたします。 

 

記 

 

１ 学校の教育活動再開後に実施する取組について 

（１）支援が必要な児童・生徒の発見に向けた取組 

支援が必要と思われる児童・生徒の早期発見・早期対応のために、以下の参考資料等を活用し、 

全ての児童・生徒のストレス度を把握するとともに、教職員が児童・生徒の小さな変化を見逃さ 

ないようにするための取組を行う。 

その上で、児童・生徒の気になる様子について教職員間で情報を共有するとともに、必要な児 

童・生徒から、スクールカウンセラーによる面接を実施する。また、必要に応じて、福祉等の関 

係機関と連携するなど、適切な役割分担により対応する。 

【参考資料】 

ア 教職員向けチェックリスト （別紙１） 

 

 （２）感染症に関連する偏見や差別、いじめを生まないための指導の徹底 

    感染者、濃厚接触者とその家族等に対する偏見や差別につながるような行為をしないこと、医 

療や社会生活を維持する業務の従事者等、新型コロナウイルス感染症拡大防止のために最前線 

で尽力している人々に感謝の念をもつことについて、新型コロナウイルス感染症に関する適切な 

知識を基に、発達の段階に応じた指導を行う。 

具体的には、別紙２の「講話例」等を参考に、校長等が全校放送等で講話を行うなどの指導を 

行う。なお、感染症対策を十分に講じる。 

 

 （３）学校・家庭・地域の連携による「子供が安心して相談できる環境」の構築 

    全ての児童・生徒に別紙３「相談窓口一覧」を配布し、どんなに小さなことでも心配なことが 

ある場合は、身近にいる信頼できる大人や２４時間受付の「東京都いじめ相談ホットライン」等 

の相談機関に相談するよう伝える。さらに、保護者や地域に対して、学校だより等により、児童・ 

生徒に少しでも気になる様子が見られる場合は学校や相談機関に相談するよう周知する。 

別添５ 



 

 ２ 令和２年度末までの健全育成に係る取組について 

 （１）いじめアンケートの実施 

    新型コロナウイルス感染症に起因するいじめが、中・長期的に発生する恐れがあることから、 

いじめアンケートを、従来同様、年３回以上実施する。 

 （２）いじめに関する授業及び研修 

    従来、いじめに関する授業及び研修を年３回以上実施することとしているが、令和２年度にお 

いては、学校の状況に応じて、それぞれ年２回以上実施する。 

 （３）スクールカウンセラーによる全員面接 

従来、小学校第５学年、中学校第１学年を対象として、「原則として、年度始めから夏季休業 

前までを目途として実施する」としているが、令和２年度においては、期日を設けず、必要な 

児童・生徒から実施するなど学校の実態に応じて実施する。 

 （４）ＳОＳの出し方に関する教育の実施 

    「不安や悩みを抱えたときに、身近にいる信用できる大人に相談することの大切さ」について、 

校長講話、学級指導、相談窓口連絡先一覧の配布時などの機会を捉えて全ての児童・生徒に折に 

触れて指導する。 

 （５）ふれあい（いじめ防止強化）月間の実施 

    都からの調査に関しては、６月は中止とし、１１月のみ行うこととする。各学校は、年間を通 

して、いじめ、自殺、暴力行為等の問題行動、不登校等の未然防止、早期発見・早期対応等に向 

けた具体的な取組を行う。なお、市で実施している「友達とのかかわりアンケート」については、 

６月中旬から７月上旬に実施する。別途通知する。 

 （６）児童虐待防止に向けた取組 

校内研修会等で、児童虐待防止研修セットを活用することにより、児童・生徒を虐待から守り、 

早期発見、通告義務等について全教職員の理解を深める。 

 （７）セーフティ教室の実施 

    例年、児童・生徒の健全育成の充実を図るとともに、学校・家庭・地域社会の連携による非行 

防止・犯罪被害防止教育を推進するため、保護者・地域住民の参加のもと、セーフティ教室を実 

施しているが、令和２年度については、年間を通じて様々な場面で非行防止・犯罪被害防止につ 

いて指導を行うなど、学校の実態に応じて工夫して実施する。 

 

３ その他 

添付資料「学校の臨時休業に伴う令和２年度の健全育成に係る年間計画例」を参考とする。 

                

 

 

 

 

 

【担 当】 

                東大和市教育委員会学校教育部教育指導課 指導主事 橋本 健 

                      電 話 ０４２－５６３－２１１１（内線１５３３） 


